
【堺商工会議所議員等の顕彰並びに慶弔に関する規程（抜粋）】

　　第6条（名誉議員）

　　　　　　　　　　役員、議員で25年以上在任し、退任した者のうち功績顕著なる者に常議員会の議を経て名誉

　　　　　２．会頭及び副会頭3年以上在任した者については、前項の規定にかかわらず名誉議員

　　　　　　 の称号を与えることができる。

　　　　　３．名誉議員は終身待遇とする。　

　　　　　４．名誉議員には本商工会議所の儀式・行事への参加及び刊行物の贈呈などその他

　　　　　　　　　　会頭が適当と認める処遇を行うものとする。

　　第7条（名誉議員の期間の計算）

　　　　　　　　　　名誉議員の期間の計算は次の基準による年数の合計年数とする。

　　　　　　　　　　　　（1）議員在任年数

　　　　　　　　　　　　（2）常議員・監事在任年数に1.5を乗じた年数

　　　　　　　　２．第１項の規定により計算した在任期間に１年未満の端数がある場合には６ヶ月未満は切り捨て

　　　　　　　　    ６ヶ月以上は１年として計算する。

【名誉議員】

　　西村　芳博　（㈱さくらコーポレーション）

　　杉林　克廣　（㈱青雲荘）

名誉議員称号付与に関する件

　　　　　　　　　　議員の称号を与えることができる。
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